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新型コロナウイルスワクチン接種の取り組みについて 

 
 
島原市では、コロナ禍の早期収束へ向け、次のとおりワクチンの接種体制の充実と優先

接種等の取り組みを進めています。 

 
 
 
①現在ワクチン接種体制を急加速で充実中 

 ○集団接種は、平日に加え、土曜・日曜も接種日を設け、フル稼働しています 
 ○個別接種は、１８医療機関で実施中 
 ○高齢者入所施設等も順調に接種が進んでいます 
 
 
②今後のワクチン接種予定 

(1) ６０～６４歳（６月２１日の週に、順次接種券を送付） 

(2) 保育所・幼稚園（認定こども園）、学校職員等を優先接種の対象とします 

(3) 基礎疾患者（現在、接種券の優先送付を受付中）※別紙のとおり 

(4) ５９歳以下（７月中旬に接種券を送付） 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

担当：島原市保険健康課 寺田、吉田 
電話：0957-63-1111（内線 237） 
E-mail：kenko@city.shimabara.lg.jp 

有明海にひらく湧水あふれる 火山と歴史の田園都市 島原 

mailto:kenko@city.shimabara.lg.jp


 

新型コロナウイルスワクチン接種は、あらかじめ接種順位が設けられています。 

今後、16歳～59 歳で、基礎疾患がある方を対象に、優先して接種券を送付します。 

優先送付を希望する人は、事前申込が必要です。 

                         

  

 １ 以下の病気や状態の方で通院（入院）している人（自己申告で診断書は不要） 

●慢性の呼吸器の病気     ●慢性の心臓病（高血圧を含む）  ●慢性の腎臓病 

   ●慢性の肝臓病（肝硬変等）  ●血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く） 

●インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病 

   ●免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む） 

   ●ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている 

   ●免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患   ●染色体異常   ●睡眠時無呼吸症候群 

   ●神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等） 

   ●重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態 

   ●重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、

または自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育

手帳を所持している場合） 

 ２ 基準（BMI が 30 以上）を満たす肥満の方 （目安）170cm で 87kg 以上、160cm で 77kg 以上 

申込方法など詳しくは、裏面をご覧ください 

接種順位（年齢は令和４年３月３１日現在） 接種券の送付 

① 65 歳以上の方 

（昭和 32年 4月 1 日以前に生まれた人） 

送 付 済 

② 60～64 歳の方 

（昭和 32年 4月 2日～昭和 37 年 4 月 1 日に生まれた人） 

6 月 21 日の週に、送付予定です。 

手続きは必要ありません。 

③ 16～59 歳で「基礎疾患がある方」 

（昭和 37年 4月 2日～平成 18 年 4 月 1 日に生まれた人） 

事前申込した方へ、優先的に接種券を送付

します。 

④ 16～59 歳で、基礎疾患がない方 

（昭和 37年 4月 2日～平成 18 年 4 月 1 日に生まれた人） 

7 月中旬頃に、順次送付予定です。 

手続きは必要ありません。 

～ 歳16 59 で

接種券の優先送付を受け付けます  

対象となる基礎疾患は、次の１または２に該当する方 

※ BMI ＝ 体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m) 



 

         次のいずれかで、お申し込みください。 

  ① インターネット申請（24 時間受付） 

島原市ホームページ内に、専用ページを設けています。 

（http://eap.pref.nagasaki.lg.jp/kv2/?42203j00000108emE） 
パソコンやスマートフォンなどでインターネット環境があれば、24 時間 

申請できます。操作に不安がある方は、保険健康課、有明支所、島原市保 

健センター、有明保健センター窓口で市職員が入力のお手伝いをします。 

     

 

  ② 申込書の提出 

     同封しました申込書に、必要事項を記入の上、保険健康課、有明支所、 

島原保健センター、有明保健センター、各地区公民館にご提出ください。 

◆受付時間 ８時３０分～１７時１５分 

  

                ６月３０日（水）まで 

 

   ワクチン接種までの流れ 

 

 

 

 

                島原市保健センター（６４－７７１３） 

              有明保健センター （６８－５３３５） 

              島原市保険健康課 （６３－１１１１ 内線２３１・２３７） 

 

 

優先送付の申込方法 

優先送付の受付期限 

問い合わせ先 

 

 

 

 

 

専用ページ 

QR コード 

 ワクチン接種に必要と語り、金銭や個人情報をだまし取ろうとする電話に関する

相談が全国各地で寄せられています。 

 島原市職員が優先接種のため、金銭を要求したり、口座番号を 

聞いたりすることはありません。少しでも不安を感じた場合は、 

島原市消費生活センター（63-1111 内線 184）へご相談ください。 

▼ ワクチン接種は無料です（全額公費） 

▼ 新型コロナワクチン接種は、希望する人全員が受けることができます 

待ち時間なし、おすすめ！ 

接種券が届きます 接種の予約 接種（２回） 優先送付の申し込み 

（今回のご案内） 

http://eap.pref.nagasaki.lg.jp/kv2/?42203j00000108emE


新型コロナワクチン接種券 優先送付申込書（16～59 歳） 

  

令和３年６月  日 

 

島原市長 古川 隆三郎 様 

 

申込者 氏  名                  

 

    住  所                  

 

    電話番号                  

 

                    被接種者との続柄（☑してください） 

 □ 本人  □ 同居の親族 

□ その他（                ） 

 

  次の基礎疾患等があるので、新型コロナウイルスワクチン接種券の優先送付を申し込みます。 

被
接
種
者 

ふりがな 

氏  名 

 
電話

番号 
 

 

住 民 票 

記載住所 
島原市 

生年月日        年   月   日（令和 4 年 3 月 31 日現在、    歳） 

該当するものに☑をつけてください 

申 

込 

理 

由 

１ 以下の病気や状態の方で、通院（入院）している方 

□ 慢性の呼吸器の病気   □ 慢性の心臓病（高血圧を含む）  □ 慢性の腎臓病 

□ 慢性の肝臓病（肝硬変等）  □ 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く） 

□ インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病 

□ 免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む） 

□ ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている 

□ 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患  □ 染色体異常 □ 睡眠時無呼吸症候群 

□ 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等） 

□ 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態） 

□ 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持

している、または自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）

や知的障害（療育手帳を所持している場合） 

２ 次の基準を満たす方 

□ 基準（BMI が 30 以上）の肥満の方    ※ BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) 

（目安）身長 170cm で体重約 87kg 以上、160cm で約 77kg 以上、150cm で約 68kg 以上 

※被接種者が未成年(20 歳未満)の場合は、予防接種の有益性と危険性について、本人と 

保護者が理解した上で、両者が接種に同意した場合に限り接種を受けることになります。 

ふりがな 

申込期限：令和３年６月３０日（水） 

昭和 

平成 


